
介護保険は、介護が必要になった方が地域で安心して暮らしていくための制度です。
市区町村が運営し、40歳以上のすべての方が加入して保険料を納めます。介護が
必要になったときには、費用の一部（1〜3割）を負担することで介護保険サービス
を利用できます。

●  加入者（被保険者）は年齢により2つに分けられます
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連絡調整

65歳以上の方
（第1号被保険者）

【介護保険を利用できる方】
「要介護認定」（介護や支援が必要であるという認定）を受けた方。
（▶ 要介護認定 6〜7ページ）（▶ 要介護認定 6〜7ページ）
※ 65歳以上の方は、介護が必要になった原因を問わず、介護保険を利用できます。
　 ただし、交通事故などの第三者行為が原因の場合は、市区町村へ届け出をお願いします。

40〜64歳の方 
（第2号被保険者）

【介護保険を利用できる方】
介護保険の対象となる病気※が原因で「要介護認定」を受けた方。
交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外です。
※ 介護保険の対象となる病気（特定疾病）には、下記の16種類が指定されています。
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40 〜64歳の方が介護保険を利用するときに対象となる病気（特定疾病）
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介護保険のしくみ



介護保険証
（介護保険被保険者証）

負担割合証
（介護保険負担割合証）

要介護認定を申請するときや介護保険のサービスを
受けるときなどに介護保険証が必要になります。

介護保険サービス等を利用するときの
負担割合（1〜3割）が記載されています。

【65歳以上の方】  ●1人に1枚交付されます。
 ● 65歳になる月（誕生日が1日の方は前月）

に交付されます。
【40〜64歳の方】 ● 要介護認定を受けた方に交付されます。

・ 要介護認定の申請をするとき（65歳以上の方）
・ ケアプランを作成するとき
・ 介護保険サービスを利用するとき　　　　など

交付対象者

要介護認定を受けた方、介護予防・生活支援
サービス事業対象者に交付されます。

交付対象者

介護保険サービスを利用するとき
【有効期限】1年間（8月1日〜翌年7月31日）

必要なとき

必要なとき
○○市町村

○○市町村

大 切 に
保管しま
し ょ う。

大 切 に
保管しま
し ょ う。

負担割合
（1〜3割）が
記載されます。

介護保険証、負担割合証はイメージです。市区町村により内容や色が異なります。

介護サービスを利用する方の相談・窓口役です。

【 ケアマネジャーの役割 】
● 要介護認定の申請代行
● ケアプランの作成
● 介護サービス事業者との連絡調整
● サービスの再評価とサービス計画の練り直し　など

ケアマネジャーは正式
には介護支援専門員と
いい「居宅介護支援事
業者」等に所属してい
ます。

■介護保険サービスの自己負担割合と判定基準
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い
い
え

いいえ

いいえ

はい

はい
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年金収入＋その他の合計所得金額が
• 単身で340万円以上　または
•  65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上

年金収入＋その他の合計所得金額が
• 単身で280万円以上　または
•  65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上

160万円以上
220万円未満

160万円未満

220万円以上本
人
の
合
計
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得
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額
が

※ 40〜64歳の方は、所得にかかわらず1割負担です。

「ケアマネジャー」とはどんな人？
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